
令和 5年 5月 26 日 

危機管理・交通政策特別委員会 

土木部道路企画課 

道路ネットワークに関する事項 

１ 浜松市の道路ネットワークについて（参考資料 P6 参照） 

 「浜松市都市計画マスタープラン」では、目指すべき将来の都市構造として、「拠点ネット

ワーク型都市構造」を掲げている。また、「浜松市総合交通計画」では、この将来都市構造の

実現を目指して「3 つの高規格幹線道路」、「5 つの環状道路」及び「11 の放射道路」による

道路ネットワークの形成を掲げている。 

２ 浜松市のみちづくり計画について（参考資料 P9～12 参照） 

「浜松市のみちづくり計画」では、基本方針に基づく実施計画として「道路整備プログラ

ム」を策定しており、「拠点ネットワーク型都市構造」の実現に向けては、「拠点間を移動し

やすいみちづくり」について道路整備の実施候補を選定している。 

 具体的には、東名高速道路、新東名高速道路へのスマート IC 整備やアクセス道路の整備に

よる高速道路の利便性向上を図り、生活・都市活動、経済活動の活性化や観光交通の促進を

図るとともに、都市計画道路整備や浜松環状線などの幹線道路整備により、都心部等におけ

る交通の整流化や事故の削減が期待される。 

３ 今後の課題（参考資料 P5・7～8・13～14 参照） 

 本市は、広大な市域と膨大な道路施設を抱えており、近年、激甚化・頻発化する自然災害

への備えとして、防災・減災対策や老朽化する道路施設の長寿命化対策等の推進が求められ

ている。こうした状況のなか、必要な予算も増加していくことが想定され、道路ネットワー

ク整備と道路の適正な維持管理の両立が課題となっている。 

 なお、現計画は、令和 8 年度までの計画であるため、今後、新たな計画について準備を進

めていく。 
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平成29年度～令和８年度

危機管理・交通政策特別委員会
「道路ネットワークに関する事項」
参考資料（浜松市のみちづくり計画【抜粋】）
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１．計画の概要

■背景と目的
浜松市は、首都圏と関西圏のほぼ中間に位置し、その恵まれた立地条件の下、これまで、国土交通省、静岡県、
NEXCO中日本等との関係機関と連携する中で、高速道路から生活道路まで様々な“みちづくり”を推進し、市民の利便性
向上や安全・安心な移動の実現等に寄与してきました。
“みちづくり”の中でも、道路整備に関しては、用地の確保や工事の実施等で多くの財源が必要となることのほか、多くの
市民の皆様のご協力が必要となり、短期間にて全ての道路を完成することは困難です。
このため、浜松市では、平成１8年度に道路整備の指針となる「浜松市のみちづくり計画」を作成し、平成２４年度に一部
見直しを行いながら、一歩ずつ着実な道路整備を進めてまいりました。
しかしながら、昨今の高齢化の進展や生産年齢人口の減少が加速する状況下で、道路の観点で産業や観光の発展を
支え、魅力や活気があり、持続可能な都市の形成を図るためには、既存の道路を有効に“かしこくつかい”、真に必要な道
路を“つくる”ことが必要です。
また、政令指定都市の中でも、類まれにみる道路延長、橋梁数等を管理しており、近い将来、これらが一斉に更新時期
を迎えることから、限られた財源の中で、計画的な維持・修繕等を確実に行う必要があります。
更に、巨大地震や局所的な豪雨、頻発する大規模自然災害等、著しい自然環境の変化に耐え得る道路施設として、
しっかり保全するとともに、痛ましい交通事故から市民を守る等、安全・安心で住みよいまちを“まもる”の観点で考えていく
必要があります。
このように、近年、道路を取り巻く環境が変化し、多くの課題を持つ中で、本市が持つ「浜松市総合計画」等をはじめとす
る関連計画や様々な市民ニーズを踏まえ、平成２９年度から１０年間における道路を「つかい・つくり・まもる」について、基
本理念・基本方針等を定めた「浜松市のみちづくり計画」を策定しました。
本計画に沿って“みちづくり”を進めることにより、「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」に貢献します。

■計画の構成
「道を『つかい・つくり・まもる』上での課題」、「浜松市の将来像・関連計画等」、「市民ニーズ」を踏まえて「道を『つかい・
つくり・まもる』の方向性」を整理し、その方向性に対応した「みちづくりの基本方針」を設定しました。また、重要度の高さお
よび財政状況を考慮し、具体の予定箇所を「道路整備プログラム」に位置付けました。

浜松市の
みちづくり計画

6.みちづくりの基本方針（道路の利用・整備、保全の方針）

P.3～14

2.道を「つかい・つくり・
まもる」上での課題

3.浜松市の将来像・
関連計画等 4.市民ニーズ

5.道を「つかい・つくり・まもる」の方向性

P.15～16 P.17～18

P.19～26

P.27

7.道路整備プログラム（道路の利用・整備、保全の予定箇所）
P.28～42

浜松市のみちづくり計画
（平成19年3月策定、平成24年3月見直し）

“みちづくり”を取り巻く様々な背景

浜松市のみちづくり計画
（平成29年度～令和８年度）

●新東名高速道路の開通
●三遠南信自動車道の部分開通
●人口減少・高齢化の進展
●南海トラフ巨大地震への備え

●観光・産業力の持続・強化への必要性の増加
●道路施設の老朽化
●安全な交通社会の実現への機運の高まり
●自然災害の頻発 等
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• 浜松市は、政令指定都市の中で最も多い道路管理延長（実延長：8,482km）を有しており、橋梁も5,888橋、トンネル数
は46箇所等、多くの施設を有しています。

• 平成２５年の法定点検義務化により健全な道路施設管理が求められ、多くの施設を短期間で点検し、修繕するとともに
５年サイクルで繰り返して行うことが義務化されたことから、厳しい財政下でこれらを着実に行っていく必要があります。

• 身近な道路の維持管理に対し、市民から毎年多くの要望が寄せられています。

■浜松市の維持管理に関する現状、特性

＜身近な道路の維持管理（市民要望等）＞

＜浜松市の道路管理延長（総延長）＞

資料：平成28年度要望事業実施状況（浜松市資料）

＜５年に１回の点検の義務化＞
道路法、道路法施行令改正(平成25年9月施行)
道路法施行規則改正(平成26年7月施行)

＜浜松市の道路施設数（橋梁）＞

資料：大都市比較統計年表（平成26年）
※浜松市は、平成29年4月1日現在の5,888橋を記載

多くの道路施設を
着実に維持管理

市民と協働した
着実な維持管理

２．道を「つかい・つくり・まもる」上での課題

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

道路延長

市民一人あたり延長

道路延長（千km） 一人あたり延長（km）一人あたり延長（ｍ）道路延長（千ｋｍ）

資料：大都市比較統計年報（平成26年）
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■“つかい・つくり” に関する関連計画

＜浜松市都市計画マスタープラン＞

資料：浜松市都市計画マスタープラン（平成22年5月）

■“まもる” に関する関連計画

高 ③

高 ②

放 ⑨

高 ①

放 ⑩

環 ④

放 ③
放 ④
環 ③

放 ②
放 ①

環 ①
環 ②
放 ⑪

環 ②
放 ⑤

放 ⑥

環 ⑤ 放 ⑧ 放 ⑨

放 ⑦

資料：浜松市総合交通計画（平成22年5月）

• 浜松市都市計画マスタープランでは、将来都市構造として「拠点ネットワーク型都市構造」を掲げ、複数の都市機能集
積拠点と公共交通を基本にした都市構造を表しています。

• 浜松市総合交通計画では、拠点ネットワーク型都市構造を支える「３つの高規格幹線道路」と「５つの環状道路」及び
「１１の放射道路」による道路ネットワークの形成を掲げています。

• 都市の骨格を形成する道路整備は、将来都市構造の実現を支えます。

＜浜松市総合交通計画＞

• 浜松市公共施設等総合管理計画では、限られた財源の効率的かつ効果的な活用による持続可能な資産経営実現の
ため、インフラ資産の予防保全と長寿命化等の基本的指針を掲げています。

• 浜松市交通安全計画では、人優先の交通安全対策の更なる推進を図ることを目的に、機能分担された道路網の整備、
交通安全施設等の整備、交通に関する情報の提供の充実等を推進しています。

＜浜松市公共施設等総合管理計画＞ ＜浜松市交通安全計画＞

(1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備

(2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化
(3) 幹線道路における交通安全対策の推進
(4) 交通安全施設等の整備事業の推進
(5) 歩行者空間の平面化・バリアフリー化
(6) 無電柱化の推進
(7) 効果的な交通規制の推進
(8) 自転車利用環境の総合的整備
(9) 高度道路交通システムの活用
(10) 交通需要マネジメントの推進
(11) 災害に備えた道路交通環境の整備
(12) 総合的な駐車対策の推進
(13) 道路交通情報の充実
(14) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備

【主な施策】

・生活道路における交通安全対策の推進
・通学路等における交通安全の確保

都市の将来像：多彩に輝き、
持続的に発展する都市

基本理念:「知る・変える・活かす」で支える都市経営

【目指すべき資産経営のすがた】

持続可能な資産経営 ＝ 保有資産に係る将来の改修・更新経費試算値
と改修・更新の投資実績額との均衡

充足率 ＝
将来の改修・更新経費試算値（一年当たり）

改修・更新の投資実績額（一年当たり）
＝ 100％

実
現
の
た
め
の
６
つ
の
基
本
的
指
針

■公共施設に関する
ムリ・ムダ・ムラの是正

■安全・安心な
公共施設の提供

■公共施設の
最大限の有効活用

ハコモノ資産 インフラ資産【具体的取組み例】

本計画の数値目標（H36） ハコモノ資産 インフラ資産

充足率＝８０％ 充足率＝７０％

■民間活力の積極的な活用

■まちづくりとの連携及び隣接市町村との連携
■実効ある進捗管理

・新設の抑制、既存施設の縮減
・ライフサイクルコスト

・RBM（リスクベース・メンテナンス）
・更新時における規模適正化

・予防保全と長寿命化
・ユニバーサルデザイン

・予防保全と長寿命化
（メンテナンスサイクル）

・余剰スペース、遊休資産の
貸付、広告事業 ・公共空間の利活用

高-① 東名高速道路

高-② 新東名高速道路

高-③ 三遠南信自動車道

環-① 都心環状線

環-② 市街地環状線

環-③ 浜松環状線

環-④ 外環状線

環-⑤ 大外環状線

放-① 曳馬中田島線

放-② 国道257号　外2線

放-③ (主)浜松雄踏線　外1線

放-④ 大久保古人見線　外1線

放-⑤ 植松和地線　外2線

放-⑥ (県)磐田細江線

放-⑦ (都)馬込住吉線　外1線

放-⑧ 国道152号　外3線

放-⑨ (都)浜北米津線　外6線

放-⑩ 植松和地線　外5線

放-⑪ 国道150号　外3線

３．浜松市の将来像・関連計画

N

N
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新設、拡幅等（つかい・つくり）
例えば、バイパスの整備、車道・歩道の拡幅
等を実施し、道路の使いやすさを向上させるこ
と。
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走行や歩行の安全性・快適性の維持

地震や豪雨等の災害時の通行機能の確保

路面の異常・障害に起因する事故の防止

沿道環境、見通し等の維持・改善

橋やトンネル、斜面等の損傷等に

起因する事故の防止

（道路パトロール、舗装の穴埋め、 落下物処理など）

（雑草の処理、街路樹の手入れ、道路・排水溝清掃など）

（橋の耐震補強、斜面の防災対策、冠水危険箇所の対策など）

(人)

526

504

486

403

374

0 200 400 600 800

渋滞のない道路の整備

歩行者が安全・快適に通行できる整備

災害に強い道路の整備

自転車が安全・快適に走行できる整備

生活道路（自宅周辺の道路）の整備

(人)

（右折レーン設置、道路拡幅、バイパス整備など）

（歩道の設置・拡幅、無電柱化、バリアフリー対策など）

（大雨や地震時に通行止めにならない道路整備など）

（自転車走行レーンや自転車道の設置など）

（自宅近辺の道路の整備、自動車速度の抑制など）

• これからの道路整備の方向性として、“つかい・つくり”よりも“まもる”を重視すべきとの意見がやや多くみられます。
• 新設、拡幅等の面では、渋滞のない道路や、歩行者や自転車が安全・快適に通行できる道路が求められています。
• 維持管理、更新面では、走行や歩行の安全性・快適性の維持や路面の異常・障害に起因する事故の防止等、身近な
道路の維持管理が求められています。

◆これからの道路整備の方向性について

＜これからの道路整備の方向性について、重視すべきと思うもの＞

新設・拡幅等
（つかい・つくり）

27％

維持管理・更新等
（まもる）
35％

両方
32％

わからない 7％

維持管理・更新等（まもる）
例えば、老朽化した橋やトンネル等の計画
的な点検・修繕・架替、舗装の穴埋め、街
路樹の手入れ等を実施し、道路を常に良
好・安全な状態に保つこと。

＜維持管理、更新等（まもる）で求めるもの上位5項目＞

＜新設、拡幅等（つかい・つくり）で求めるもの上位5項目＞

N=1,016人

N=1,128人

N=1,128人

（道路側溝のふた掛け、照明施設や
カーブミラー、防護柵等の設置・修繕等）

（橋やトンネル、斜面等の計画的な点検・修繕、
老朽化が著しい橋の架替等）

47％

45％

43％

36％

33％

62％

55％

43％

35％

34％

４．市民ニーズ
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◆道路の効率的・効果的なメンテナンス（まもる）

＜現状・課題＞
• 政令指定都市の中で最も多い道路管理延長を有しており、橋梁・トンネルも多くの施設数を保有
• 法定点検義務化により、多くの施設を短期間で点検・修繕するとともに、５年サイクルで繰り返して実施する必要があるこ
とから、厳しい財政下でこれらを行っていくことが課題

• 身近な道路の維持管理に対し、市民から毎年多くの要望
＜将来像等＞
• 道路施設の適切な維持管理を行い、長寿命化を推進
＜市民ニーズ＞
• 道路の新設、拡幅等（つかい・つくり）よりも、維持管理・更新等（まもる）の方を重視すべきという意見が多数

＜みちづくりの方向性＞
• 適切な維持管理を行うため、長寿命化を推進
• 身近な道路の維持管理を推進
• 道路の維持管理・更新に関するＩＣＴ等の新技術の導入を推進

道路施設の長寿命化等、道路の適正な維持管理

⑧膨大な道路施設の維持管理（P.14 ■浜松市の維持管理に関する現状、特性）

＜道路橋の建設年別分布＞

※建設年不明（13橋）を除く

資料：浜松市道路橋長寿命化計画（平成29年3月）

資料：浜松市道路橋長寿命化計画
（平成29年3月）

５．道を「つかい・つくり・まもる」の方向性
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６．みちづくりの基本方針

◆道を「つかい・つくり・まもる」上での課題

基本方針２ にぎわい・魅力を高めるみちづくり

基本方針１ 拠点間を移動しやすいみちづくり

基本方針３ 安全・安心なみちづくり

基本方針４ 災害に強いみちづくり

基本方針５ 道路施設の適切な維持管理

◆みちづくりの基本方針◆道を「つかい・つくり・まもる」方向
性

【浜松市総合計画】
• 都市の将来像：市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』
• まちづくりの基本的な考え方：コンパクトでメリハリの効いたまちづくり
• 歩行者や自転車等に優しいまちなかの形成
• 公共インフラ等ハード整備を進め、自然災害被害を低減化

◆浜松市の将来像・関連計画

◆市民ニーズ

【つかい・つ
くり】

【まも
る】

d. 過度な自動車依存に起因する
市中心部の渋滞

f. 南海トラフ巨大地震の高い発生
確率、雨量規制区間が多く指定

g. 政令市の中で最も多い道路施
設を有す

市内の道路状況に関するもので、
不満足の割合が高いのは、「自
転車通行環境」、「歩行環境」

道路の新設、拡幅等よりも、維
持管理・更新等の方を重視す
べきという意見の方が多い

道路の新設、拡幅等で求めるも
のの最上位は「渋滞のない道路
の整備」

道路の維持管理、更新等で求
めるものの最上位は「走行や歩
行の安全性・快適性の維持」

a. 人口減少、高齢化、分
散化

b. ものづくり産業、農林業
が盛んな浜松市

c. 多様な観光資源を有
する浜松市

e. 政令市の中で人口10万人あたりの人
身交通事故件数が８年連続ワースト１

【浜松市都市計画マスタープラン】
• 将来都市構造：拠点ネットワーク型都市構造
• 地域景観と調和させ、心地よい景観を創出

【浜松市公共施設等総合管理計画】
• 基本的指針：インフラ資産の予防保全と長寿命化

④都心部や観光地の活性化

⑤人々が行き交う“みちづく
り”

⑥交通安全の確保

①都市機能の維持

②地元産業力の強化

③市中心部の渋滞解消・緩
和

⑦甚大な被害が想定される
道路施設

⑧膨大な道路施設の維持管理

【浜松市交通安全計画】
• 人優先の交通安全対策の更なる推進を図る

課題 - a

課題 b,c

課題 d

課題 c

課題 e

課題 f

課題 g

拠点ネットワーク型都市構造を形成する拠点間の移動のしやす
さを確保すること、また各拠点と高速道路ICを結び高速道路を使
いやすくすることで、生活・都市活動、経済活動の活性化や観光
交流の促進を図ります。
また、環状道路などの幹線道路の整備により、都心部等の交通
の整流化を図るとともに、当該道路および生活道路の事故件数減
少が期待されます。

景観に配慮したみちづくりや、自動車以外の交通手段を利用し
やすいみちづくり、誰もが移動・回遊しやすいみちづくりを推進す
ることで、にぎわい・魅力ある地域を創出します。

自動車の走行速度を抑制する対策を講じることにより、身近な生
活道路の安全・安心を確保します。
特に、通学路においては、重点的な交通安全対策を推進します。

南海トラフ巨大地震や風水害、土砂災害等の激甚化する大規模
災害に備え、市民の命を守る強靭な道路ネットワークの形成や、
高次医療施設等へのアクセス性を強化することで、災害時等の円
滑な緊急物資輸送や迅速な救援･救急活動を支援します。

道路施設の老朽化対策や効率的・効果的な維持管理を進め、
道路の整備・保全・活用の道路マネジメントサイクルを確立すると
ともに、市民との協働による維持管理を推進し、親しみあふれる道
路空間を創出します。

○拠点間を円滑に移動することで、交流人口の拡大や
地元産業の強化につながり、住みよいまちをつくります！

○ 景観や回遊性、ユニバーサルデザイン推進します！

○ 交通事故から市民を守ります！

○ 大規模自然災害から市民を守ります！

○ 多くの道路施設を大切に保ちます！

• これまでに整理した「課題、将来像、市民ニーズ」と、そこから設定した「道をつかい・つくり・まもる方向性」を踏まえ、基本方針１～５を「みちづくりの基本方針」として定めました。

P.19

P.19

P.19

P.22

P.22

P.23

P.24

P.25

P.15

P.16

P.16

P.16

P.18

P.18

P.17

P.18

P.9,10

P.11,12

P.13

P.14

P.4

P.5,6

P.7,8

9



• 高規格幹線道路の整
備（三遠南信自動車

道をはじめとした県境

を跨ぐ広域ネットワー

クの形成等）

• スマートＩＣの整備
• 高速道路ＩＣ等へのア
クセス道路の整備

• 環状道路・放射道路
の整備（立体化等）

• 幹線道路・都市計画
道路の整備

• 道路拡幅・改良、交
差点改良

• 鉄道の単独立体交差
事業 等

• 駅自由通路、駅前広
場の整備

• 駐車場、駐輪場の整
備

• 道路緑化
• 景観に配慮した道路
附属施設の整備

• 大規模自転車道や自
転車走行空間の整備

• ユニバーサルデザイ
ン化（交差点の平面
横断化、フラットな歩
行空間の整備等）

• 道の駅等の拠点を活
用した中山間地のに
ぎわいづくり

• 公共交通の利便性向
上施策 等

• 通学路の交通安全対策
• ゾーン３０等生活道路
の交通安全対策

• ラウンドアバウトの導入
検討

• 交通事故多発箇所の
事故対策

• 歩道設置、カラー舗装、
グリーンベルト等の交

通安全対策

• 側溝の蓋掛や防護柵
設置等、身近な生活

道路の安全対策

• 道路照明灯のLED化
• 交通安全の啓発活動
等

• 橋梁の耐震対策
• 道路法面の防災対
策

• 無電柱化の推進 等

• 長寿命化計画（橋梁、
舗装、トンネル、シェッ
ド、大型カルバート、
横断歩道橋、門型標
識等）に基づく点検・
修繕

• 道路パトロール等の日
常点検

• ＩＣＴを活用した維持
管理・更新技術の導
入

• 市民ニーズを踏まえ
た維持・修繕の実施

• 道路愛護制度の推進
等

• 「みちづくりの基本方針（１～５）」に対応した「実施候補（メニュー）」は以下のとおりです。次ページより、基本方針ごとに、
代表的な取り組みと道路整備プログラム（道路の利用・整備、保全の予定箇所）を紹介します。

• 「道路整備プログラム（道路の利用・整備、保全の予定箇所）」は、「みちづくりの基本方針」をもとにした事業箇所から、
「浜松市の財政状況」を踏まえて、この先１０年で実施する箇所を選定しました（下記フロー参照）。

７．道路整備プログラム

浜松市の財政状況
を踏まえる

(5)道路施設の
適切な維持管理

(2)にぎわい・
魅力を高める
みちづくり

(4)災害に強い
みちづくり

(1)拠点間を移動
しやすいみち
づくり

(3)安全・安心な
みちづくり

拠点間ネット
ワークの検討

新設道路、既存道
路に対して、優れ
た景観や移動
（UD）のしやす
さ・回遊性を付与
する事業を抽出

国の施策や、第10
次交通安全計画を
基に事業を抽出

橋梁耐震補強計画
等を基に災害時・
緊急時のネット
ワーク確保に資す
る事業を抽出

拠点間ネットワー
ク路線の中から必
要事業を抽出

実施候補（メニュー）の検討、整理

道路整備プログラムの策定

長寿命化計画等を
基に事業を抽出

実施候補（メニュー）

P.31～42

みちづくりの基本方針
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①広域的な連携や交流の拡大、地域間の連携支援のため、ICアクセス道路整備等を実施します。

②高速道路をかしこくつかい、物流の効率化や観光の活性化を図るため、スマートIC設置等を実施します。

■基本方針１：「拠点間を移動しやすいみちづくり」

②高速道路 スマートＩＣにおける整備促進
≪東名高速道路(仮)舘山寺スマートＩＣ(事業中)≫

高速道路の利便性が向上し、観光振興、物流
効率化による地域産業の発展等の効果が期待

上り

高速道路の利便性が向上し、中心市街地や高次
医療施設へのアクセス向上、物流効率化による
地域産業の発展等の効果

■高速道路IC～中心市街地の所要時間の変化

東名高速道路

0

10

20

30
所
要
時
間
（分）

開通前 開通後

26分

16分
約10分
短縮

（浜松IC～市街地） （三方原SIC～市街地）

①高速道路及びＩＣアクセス道路における整備促進

現
道
改
良
区
間

所
要
時
間

（国道１５2号） （三遠南信自動車道）

101分

68分

（分）

開通前 開通後

約33分
短縮

水窪IC(仮)

水窪北IC(仮)

■水窪町西浦地区～聖隷三方原病院
所用時間の変化

三
遠
南
信
自
動
車
道

浦川IC(仮)

ICアクセス道路(市施工 事業中)

(国)473号(川合～中部)

（
国)

１
５
２
号

（
池
島
～
大
原
）

≪東名高速道路 三方原スマートＩＣ（H29.3開通）≫

≪三遠南信自動車道≫

供
用
済

地域連携により企業活動、観光交流の
活性化や医療施設までの時間短縮効
果が期待

渋川寺野IC

浜松いなさ北IC

鳳来峡
IC

東栄IC(仮)

小嵐IC(仮)

※写真提供：国土交通省

事
業
中

（
国
直
轄
）

（
市
施
工

事
業
中
）

（
国
直
轄
）

約
100
km

下り

７．道路整備プログラム 【代表的な事業と効果】

聖隷三方
原病院

0

5

10

15所
要
時
間

■高速道路IC～観光地（舘山寺周辺）の
所要時間の変化

開通前 開通後
（浜松西IC～舘山寺）（舘山寺SIC～舘山寺）

（分）

13分

5分

約8分
短縮

水窪町
西浦地区

佐久間IC(仮)

凡 例

開通前

開通後

101分
68分

N
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拠点間ネットワークの整備による
企業活動の活性化・企業誘致

などの効果が期待

③第三都田地区工場用地への企業誘致や、拠点である”浜松ＳＡスマートＩＣ周辺”へのアクセスを

強化する道路整備を実施します。

④市中心部への自動車交通集中の分散化を図るため、環状道路等の道路整備を実施します。

③工業団地へのアクセス道路における整備促進
≪国道３６２号（宮口バイパス）≫

事業着手前（平成24年）

事業着手後（平成29年4月）

第三都田地区工場用地
（事業中）

工場立地誘導地区

都田テクノポリス

７．道路整備プログラム 【代表的な事業と効果】

④環状道路の整備促進

※国土交通省ホームページ

拠点：浜松ＳＡスマートＩＣ周辺

浜松ＳＡスマートＩＣ
アクセス道路

≪（主）浜松環状線≫
拠点間ネットワークである浜松SAスマートIC周辺から浜松IC周辺間の平日ピーク時の所要時間は、35分を要しており、
（主）浜松環状線の４車線化や、遠州鉄道の踏切除却により、所要時間が31分となり、概ねの目標時間30分に達します。

浜松IC
周辺

・４車線化
・遠州鉄道の踏切除却

0

20

40
所
要
時
間
（分）

整備前 整備後

35分 31分 約４分
短縮

■（主）浜松環状線の整備に伴う時間短縮効果

４車線化や遠州鉄道の踏切除却

（浜松SAスマートIC周辺 浜松IC周辺の間：15.2km）

浜松SAスマートIC周辺から浜松IC周辺間のアクセ
ス性が向上し、企業活動の活性化等の効果に期待

至
富
士
山
静
岡
空
港

至
三
河
港

至
名
古
屋

浜松

遠州灘
海浜公
園周辺

【環状道路の整備効果イメージ図（交通を分散導）】

（都田･三方原地区）

浜松SA
ｽﾏｰﾄIC
周辺

N

N
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■基本方針４：「災害に強いみちづくり」
①緊急輸送路上における対象橋梁104橋の耐震化率を100%完了し、緊急時のネットワークを確保します。
②道路斜面の防災対策の実施により、雨量規制区間解除の可能性を向上します。
③南海トラフ巨大地震や激甚化する風水害、土砂災害等の大規模災害時に備え、市民の命を守る強靭
な広域防災ネットワークを確保します（東名、新東名高速道路、三遠南信自動車道）。

落橋防止システムの設置
(国道362号麓橋 平成26年3月完成)

橋脚補強
(国道362号麓橋 平成26年3月完成)

地震発生時においても
橋桁を落下させない対策

地震発生時においても
柱が破壊しない対策

①緊急輸送路上の橋梁の耐震補強による緊急時のネットワークの確保

②道路斜面の防災対策による道路ネットワークの強靭化

対策前（平成27年） 対策後（平成29年6月完成）
国道152号大瀬トンネル付近

道路斜面からの落石
等を未然に防ぐ対策

③広域防災ネットワークの確保

北方面からの
救援活動

東方面からの
救援活動

西方面からの
救援活動

沿岸部は津波による
浸水被害が想定

日本海側からの
支援も可能に

※津波浸水域は静岡県第4次地震
被害想定(平成25年6月)

【くしの歯ルート】

緊急輸送道路（1次）

緊急輸送道路（2次）

緊急輸送道路（3次）

津波浸水域

広域防災拠点（浜松市
総合産業展示館）

災害拠点病院
（浜松医療セン
ター）

災害拠点病院
（聖隷浜松病院）

災害拠点病院
（聖隷三方原病
院）

広域防災拠点
（豊橋総合スポーツセン

ター）

広域防災拠点
（豊橋公園）

７．道路整備プログラム 【代表的な事業と効果】

N
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円
道路整備費（郊外） 街路整備費（都市内）

交通安全費 保全費（維持修繕+防災対策）

102億円

60億円

29億円

26億円

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円 一般会計予算額 道路費予算額 道路費の割合

2,668
2,546

2,660 2,750 2,692 2,703 2,741
2,949 2,952

3,264

250 234 184 154 203 193 215 234 221 217

9% 9%

7%

6%

8%

7%

8% 8% 7%
7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円 一般会計予算額 道路費予算額 道路費の割合

• 平成20年度からの一般会計に占める道路費の推移は、平成21年度から減少傾向であり、限られた財源の中で、目的
を明確にした上で、計画的に執行することが必要です。

• 道路費の分野別内訳は、平成24年度に、整備する“つくる”予算を保全・交通安全系の予算が上回り、平成29年度の
予算額では、全体の６割を占めており、“まもる”仕事にシフトしています。

◆道路予算の推移

• 人口は、約80万人（平成20年）から人口減少が進展し、32年後（平成52年）には70万人を下回ると予測されています。
• 高齢化率は、全国的な傾向と同様に急激に高まっており、 平成57年 には38%に増加すると予測されています。
• 生産年齢人口は、約48万人（平成27年）から30年後（平成57年）には34万人に減少（約30%減少）すると予測されています。
• このように全体的な人口減少とともに、区別の状況を見ると、中山間地域（天竜区）はもとより、中心部（中区）の減少率も
大きいことから、人口密度の低下や、人が分散していく傾向にあります。

• 人口減少・分散化に伴い、都市の空洞化や魅力低下による人口流出が懸念され、１つの都市拠点内における病院、商
業施設等の都市施設の維持が困難となるため、高齢者を始め多くの人々が、道路を移動しやすくするなどして、隣接拠
点を相互に補完する機能を高め、都市施設を維持していくことが必要です。

• こうした状況から、上位計画等に基づくコンパクトな拠点都市形成が図られる中で、既存の高速道路を“かしこくつかい” 、
主要都市から市域内の生活拠点等を効率的に結ぶ、メリハリのある“みちづくり”が求められます。

◆人口減少・高齢化

＜浜松市の人口の推移・推計＞

資料：平成22年までは国勢調査、平成27年以降は
「浜松市の将来推計人口（平成25年3月推計）」
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資料：平成22年までは国勢調査、平成27年以降は
「浜松市の将来推計人口（平成25年3月推計）」

＜区別人口増減率＞
※浜松市全体では
15％減少

老年人口 生産年齢人口 年少人口 高齢化率（浜松市） 高齢化率（全国）

＜一般会計に占める道路費の推移（予算額）＞ ＜分野別道路費の推移（予算額） ＞

保全費

道路整備費

交通安全費

街路整備費

〈まもる〉
131億円

〈つくる〉
86億円

都市機能の
分散化に懸念

２．道を「つかい・つくり・まもる」上での課題

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
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